
行政の「ハ－トビル法推進」の姿勢が、見えてこない

何ケ月か前に、仙台のある新築ホテルがハートビル法の適合検査を受けた後に、不正改

造をして開業した問題が、全国的にマスコミで報道されたことを記憶さてれいると思う。

一つのホテルに限らず、他のホテルの実態はどうなのかなあと思い、先の報道後、地域

の担当行政は各ホテル等の実態調査に動いたのだろうなあと、てっきり思っていた。

先の報道のホテルに改善を申し入れた障害者団体関係のＨＰを覗いてみた。

適合施設の再点検、その結果の公表の要望書を県、市に提出したようだが、その県、市

の行政からの回答（２Ｐ、３Ｐに貼付）を見て、愕然！

回答文の中に 「基準に適合された事業者の方々は、バリアフリ－についての深い理解、

のもと、自らの判断と財源で整備された、取り分け意識の高い方々であり、不正や偽装を

発見する調査対象になじまないと認識しており、再点検を行うことは考えておりません」

の記述。

また 「不正行為や偽装行為が発覚した場合には、当該施設の所有者等に対し施設整備、

の復元等により当該箇所を整備基準に適合させるように求めるなど、適切に対応をしてま

いります 」の記述。。

どういうこと？

基準適合を受けた方はバリアフリ－化への意識が高いのなら、どうして報道のような適

合検査後に不正をするの？ 不正を指摘するのは、誰の仕事？ マスコミが騒げば始めて

「不正、偽装があるかも…」と、行政は調査に動くということ？ 先のホテルの問題は、

行政としては何ら活かそうとしないということ？

先のホテルはかなり誠意ある反省と回答を提出していると思えるだけに、この行政の回

答は余りにも落差があり過ぎる。

行政は 「適合基準は作り、最初は施設を検査しますが、後のことは知りません！」と、

いうことなの？

行政側の法的な色んな絡みもあるのだろうが 「ハ－トビル法の基準を活し、バリアフ、

リ－化を更に推進しよう！」とする行政の姿勢が、単なる一人の庶民の私にはさっぱり見

えてこない。

みなさんには、行政の回答を読んで、どう見えますか？
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